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広島市告示第４０６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和４年８月１日

別紙　略



広島市告示第４０７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第７８条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４０８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＨＡ
ＣＳ

ひまわり介護
広島市西区己
斐上三丁目３
番１３号

訪問介護

株式会社はれ
のちはれ

高陽訪問介護
事業所

広島市安佐北
区口田一丁目
８番１７－５
０５号

訪問介護

フィレール株
式会社

デイサービス
そうら

広島市中区榎
町３番１号木
村ビル４階

通所介護

事業者 事業所 サービスの種類

告 示
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名称 名称 所在地

合同会社ａｌ
ｆｏ

宅老所となり
ん家

広島市安佐北
区可部二丁目
１番３号

地域密着型通所
介護



広島市告示第４０９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規

定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で、同法第１１４条の７第１号の規定により告示します。

　許可年月日　令和４年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＨＡ
ＣＳ

ひまわり介護
広島市西区己
斐上三丁目３
番１３号

訪問介護サービ
ス

株式会社はれ
のちはれ

高陽訪問介護
事業所

広島市安佐北
区口田一丁目
８番１７－５
０５号

訪問介護サービ
ス

フィレール株
式会社

デイサービス
そうら

広島市中区榎
町３番１号木
村ビル４階

１日型デイサー
ビス

合同会社ａｌ
ｆｏ

宅老所となり
ん家

広島市安佐北
区可部二丁目
１番３号

１日型デイサー
ビス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

槙坪　毅
槙坪病院介護
医療院

広島市東区光
町一丁目１４
番２号

介護医療院

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク西棟

　　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番地１３３ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和ハウス工業株式会社

　　代表取締役　芳井　敬一

　　大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　ほか１者

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　令和４年６月２４日

５　届出年月日

　　令和４年７月２９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月３日から同年１２月３日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４１２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　広島市名誉市民条例（昭和３７年広島市条例第１７号）第８条

の定めるところにより、広島市特別名誉市民として次の者を顕彰

しました。

広島市長　　松　井　一　實　
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氏名　　　アントニオ・グテーレス

現住所　　アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

功績概要　別紙のとおり。

別　紙

功績概要

　アントニオ・グテーレス氏は、平成２９年（２０１７年）１月

に第９代国際連合事務総長に就任され、翌年５月に、軍縮を支え

る具体的な行動を盛り込んだ軍縮アジェンダ「共通の未来のため

に」を発表されました。この中で３つの優先課題として「人類を

守るための軍縮」、「人命を救うための軍縮」、「未来世代のた

めの軍縮」を掲げられ、世界にとって脅威であり続けている核兵

器廃絶の達成には、対話を再活性化し、交渉を真摯に行い、核軍

縮を目指す共通のビジョンに立ち返ることでのみ達成可能である

と述べられました。このアジェンダは、世界各国の核兵器廃絶に

向けた行動を強く促すものとなりました。

　また、氏は、核兵器は過去の問題ではなく、人類の存亡に関わ

る今日の脅威であり続けている問題であるとして、核兵器の全面

廃絶は国連にとって軍縮分野の最優先事項と明確に位置付けら

れ、活動の中心に据えてこられました。そして、全ての国連加盟

国に対し、様々な機会を通じて共通の安全保障と集団的な安全を

推進するため、核兵器廃絶の実現に向けて協力するよう呼び掛け

てこられました。令和３年（２０２１年）１月には、東西冷戦以

降、最も高い核のリスクに直面していると言われる国際情勢の中

で、実に２０数年ぶりに発効する多国間の核軍縮に関わる条約と

なる核兵器禁止条約が発効しました。氏は、被爆者の証言活動を

条約を下支えする道徳的な推進力として位置付けるとともに、交

渉と批准を促進する市民社会の役割を強く支持され、核兵器のな

い世界という目標の実現に向けた重要な一歩となる同条約の発効

に大きな役割を果たされました。

　さらに、氏は、本市が会長都市を務める平和首長会議の取組に

深い理解を示されています。平成３０年（２０１８年）８月に、

国際連合事務総長として初めて長崎市の平和記念式典に参列され

た際には、広島・長崎両市長等との面会の場で、「国連は平和首

長会議の取組を全面的に支援する」との力強い言葉をいただきま

した。また、令和３年（２０２１年）７月に策定した「持続可

能な世界に向けた平和的な変革のためのビジョン（ＰＸビジョ

ン）」に対しても、「核兵器のない世界の実現という共通のビ

ジョンに向けて対話を促すための活動を称賛する」とのメッセー

ジを寄せられ、支持を表明されました。氏からの力強い支援の

メッセージは、平和首長会議が目標として掲げる「核兵器のない

世界、安全で活力のある都市の実現、平和文化の振興」への取組

を後押しするものとなっています。

　加えて、氏は、国際連合事務総長に就任された平成２９年（２

０１７年）から毎年、本市主催の平和記念式典にメッセージを寄

せられ、「核兵器の危険を完全に排除する唯一の方法は、核兵器

を完全に廃絶することだ」と繰り返し述べられました。そして、

本年、潘基文氏以来１２年ぶりに、国際連合事務総長として本市

の平和記念式典への参列を表明してくださいました。「核兵器の

全面的廃絶は急務である」と明言されている氏のこのような行動

は、核兵器廃絶に向けた世界的なうねりを再び活性化させるもの

です。

　以上のとおり、氏は、国際連合事務総長として、本市が希求す

る核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた活動に多大な貢献を

しておられます。その功績は誠に顕著であります。



広島市告示第４１３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役社長　杉山　朗

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３３名

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙３のとおり

　　（変更後）別紙４のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙２のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙３のとおり

５　届出年月日

　　令和４年８月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月８日から同年１２月８日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１
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条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１～別紙４　略



広島市告示第４１４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同法第６条第３項が準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめマート八幡

　　所在地　広島市佐伯区八幡東三丁目３５２番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　　駐車場の自動車の出入口の数及び位置　略

４　変更年月日

　　令和４年８月１１日

５　届出年月日

　　令和４年８月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月８日から同年１２月８日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４１５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

舟入槇殿内科
広島市中区舟入
中町２－２３　
２階

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

カープロード
鼻 専 門 ク リ
ニック

広島市南区猿猴
橋町６－３４－
１　４Ｆ

令和４年７月
１日

令和１０年６
月３０日

たちばな薬局
広島市南区宇品
神田四丁目１２
－１２　１階

令和４年７月
１日

令和１０年６
月３０日

ププレひまわ
り薬局瀬野川
店

広島市安芸区中
野東四丁目１－
４０

令和４年８月
１日

令和１０年７
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーション結
笑

広島市安芸区矢
野西一丁目６－
６

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日
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次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４１７号　

令和４年８月１０日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区倉重二丁目５２７番１

２　開発面積

　　２６４．６８㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市佐伯区観音台二丁目２２番１５－１０１号

　　大下　泰司

４　検査済証交付年月日

　　令和４年８月１０日



広島市告示第４１８号　

令和４年８月１５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４１９号　

令和４年８月１５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４２０号　

令和４年８月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　代表取締役社長　辻上　広志

　　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　　代表取締役社長　岡村　清治

　　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　　代表取締役社長　林　拓二

　　　東京都豊島区南池袋一丁目１８番２１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　駐車場の位置及び収容台数　略

４　変更年月日

　　令和５年４月１０日

５　届出年月日

　　令和４年８月９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月１５日から同年１２月１５日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４２２号　

令和４年８月１８日　
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　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ロイヤルホームセンター矢賀

　　所在地　広島市東区矢賀五丁目７７－７番地

２　大規模小売店舗を設置する者

　　日本貨物鉄道株式会社

　　代表取締社長兼社長執行役員　犬飼　新

　　東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目３３番８号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名　略

４　変更年月日　略

５　届出年月日

　　令和４年８月１０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月１８日から同年１２月１８日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月１８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４２３号　

令和４年８月１９日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年８月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第４２４号　

令和４年８月１９日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年８月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第４２５号　

令和４年８月１９日　

　公共下水道の供用を次のとおり変更するので、下水道法（昭和

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

東区
福田六丁目、温品七丁目及
び中山東三丁目の各一部

分流

汚水を排除

安佐南区 古市二丁目の一部

安芸区
上瀬野南一丁目及び中野六
丁目の各一部

佐伯区 五日市町大字石内の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 福田六丁目の一部 位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 古市二丁目の一部

佐伯区 五日市町大字石内の一部

東区
温品七丁目及び中山東三丁
目の各一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安芸区
上瀬野南一丁目及び中野六
丁目の各一部



―１０―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を変更する年月日

　　令和４年８月２０日

２　下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を変更する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第４２６号　

令和４年８月１９日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり変更

するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を変更する年月日

　　令和４年８月２０日

２　下水の処理を変更する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第４２７号　

令和４年８月１９日　

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき、令和３年４月１日付け広島市告示第１９１

号で告示した地番のうち、別紙の地番については取り消します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第４２８号　

区分
下水の排除を変更する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除 安佐北区 大林四丁目の一部 分流

下水の処理を変更する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐北区 大林四丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

令和４年８月１９日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　当該施設の機器改修工事のため。



広島市告示第４２９号　

令和４年８月１９日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで



広島市告示第４３０号　

令和４年８月２３日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４３１号　

令和４年８月２３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

駐車場名 休止する期間

広島市市営西観音町駐
車場

令和４年９月１日（木）午前零時か
ら
同年１１月１０日（木）午後５時ま
で



第１１０８号　―１１―令和４年９月３０日 広 島 市 報

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ラクア緑井

　　所在地　広島市安佐南区緑井五丁目１３６９番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山本　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

　　ほか２者

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称

　　（変更前）株式会社天満屋　広島緑井店

　　（変更後）ラクア緑井

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗の名称

　　　令和４年８月１０日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年８月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年８月２３日から同年１２月２３日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１２月２３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第４３２号　

令和４年８月２５日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

　なお、同法第２０条第２項の規定により、関係図書を広島市都

市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　西区役所建設部建築課



広島市告示第４３３号　

令和４年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４３４号　

令和４年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略

名称 位置及び区域

広島イノベーション・テ
クノ・ポート地区
地区計画（変更）

広島市西区観音新町四丁目の一
部



―１２―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報



広島市告示第４３５号　

令和４年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４３６号　

令和４年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４３７号　

令和４年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４３８号　

令和４年８月３０日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき広島市市営西観音町駐車場の休止を定めた令和

４年８月１９日付け広島市告示第４２８号を次のとおり改正しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

　表広島市市営西観音町駐車場の項中「令和４年９月１日（木）

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

ライフ訪問看
護ステーショ
ン

広島市佐伯区五
日市中央三丁目
４－９－２０３

令和４年１月
１日

令和９年１２
月３１日

午前零時から」を「令和４年８月３０日（火）午前１０時から」

に改める。



広島市告示第４３９号　

令和４年８月３０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４４０号　

令和４年８月３０日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和４年９月１日から令和５年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第４４１号　

令和４年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４４２号　

令和４年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略
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広島市告示第４４３号　

令和４年８月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４４４号　

令和４年８月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４４５号　

令和４年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第９７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１００号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略





―１４―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報

広島市告示（中区）第１０３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（中区）第１０８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月３日から同年８月１７日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第７１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月３日から同年８月１７日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 供用開始の期日 区域

南千田東第
一公園

中区南千田東町１
２１０番２５

令和４年８月３
０日

別紙のとお
り

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
５４号
線

東区牛田東
二丁目６８
１番地６地
先から
東区牛田東
二丁目６８
１番地６地
先まで

旧

メートル
8.50
～

9.00

メートル

3.08

新

メートル
8.76
～

9.00

メートル

3.08

道路の 路線名 供用開始区間 供用開始の期日



第１１０８号　―１５―令和４年９月３０日 広 島 市 報

種類

市　道
東４区
５４号
線

東区牛田東二丁目６８１番
地６地先から
東区牛田東二丁目６８１番
地６地先まで

令和４年８月３
日



広島市告示（東区）第７２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　戸坂千足自転車等駐車場及び天神川駅北第三自転車等駐車場に

長期間駐車されていた下記自転車については、令和４年８月２日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第７５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第９４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ 日　

　下記物件を拾得しました。

　心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお

知らせください。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　物件名　　　船舶（船体：白色、船底：朱色）

２　数量　　　　一隻

３　拾得場所　　広島湾（宮島包ヶ浦沖）

４　拾得月日　　令和４年８月２日

５　拾得者　　　広島海上保安部



広島市告示（南区）第９６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９７号　



―１６―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島駅南口第三Ｂ駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和４年８月３日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第９８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１．認定番号及び認定年月日

　　第Ｒ０４認定通知広島市建３０００２号　令和４年８月４日

２．認定区域の場所

　　広島市南区霞一丁目２番１の一部



広島市告示（南区）第９９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１００号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　その関係図書は、広島市南区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

別図　略



広島市告示（南区）第１０３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　天神川南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和４年８月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略

名称 所在地 変更の期日 区域

上東雲町河
岸公園

広島市南区段原日
出二丁目地内

令和４年８月１０
日

別図のと
おり



第１１０８号　―１７―令和４年９月３０日 広 島 市 報



広島市告示（南区）第１０７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和４年８月２４日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１１０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第６８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。



―１８―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月３０日から同年９月１３日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第７５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月３０日から同年９月１３日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西３区
２１７
号線

西区己斐上
三丁目１６
０６番地１
地先から
西区己斐上
三丁目１６
０６番地１
地先まで

旧

メートル
4.07
～

4.64

メートル

3.50

新

メートル
4.07
～

8.41

メートル

3.50

市　道
西３区
２１９
号線

西区己斐上
三丁目１５
８１番地１
５地先から
西区己斐上
三丁目１５
８１番地６
地先まで

旧

メートル
4.00
～

4.00

メートル

40.09

新

メートル
6.00
～

6.00

メートル

40.09

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
２１７

西区己斐上三丁目１６０１
番地１地先から 令和４年８月３

号線 西区己斐上三丁目１６０１
番地１地先まで

０日

市　道
西３区
２１９
号線

西区己斐上三丁目１５８１
番地１５地先から
西区己斐上三丁目１５８１
番地６地先まで

令和４年８月３
０日



広島市告示（西区）第７６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第７３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月２日から同月１６日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月２日から同月１６日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区３
８６号
線

安佐南区長
束五丁目１
０７０番地
１２地先か
ら
安佐南区長
束五丁目１
０７０番地
３先まで

旧
1.93
～

3.75
64.00

新
5.00
～

8.58
64.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区３
８６号
線

安佐南区長束五丁目１０７
０番地１２地先から
安佐南区長束五丁目１０７
０番地３地先まで

令和４年８月２
日



第１１０８号　―１９―令和４年９月３０日 広 島 市 報

広島市告示（安佐南区）第７５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年７月２９

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　　第８号

２　廃止年月日　　　令和４年８月８日

３　廃止道路の位置　広島市安佐南区中筋三丁目３３４番３、３

３４番３地先水路

４　幅員及び延長　　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　　延長　３２．８０メートル



広島市告示（安佐南区）第７７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和４年８月１８日

３　道路の位置　　広島市安佐南区緑井七丁目の１９４０番１の

一部、１９４０番１０の一部及び１９６１番

１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３２．４７メートル



広島市告示（安佐南区）第７８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年８月１６

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和４年８月２２日から同年９月５日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和４年８月２２日

３　道路の位置　　広島市安佐南区伴東四丁目６７２８番１の一

部

４　幅員及び延長　幅員　５．００ｍ～６．３６ｍ

　　　　　　　　　延長　５１．２４ｍ



広島市告示（安佐南区）第８１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和４年８月２３日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内一丁目の１５８５番１の

一部及び１５８６番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２２メートル

　　　　　　　　　延長　２９．６３メートル



広島市告示（安佐南区）第８２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　令和４年第２回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南４区６０３
号里道

安佐南区伴東二丁目９０６５番１
地先から同所９０６０番５地先ま
で



―２０―　第１１０８号 令和４年９月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

招集日時　令和４年９月１６日（金）午後４時

招集場所　佐東公民館　第１研修室

議事日程　日程第１　会期の決定について

　　　　　日程第２　（第２号議案）令和３年度緑井財産区会計

歳入歳出決算の認定について



広島市告示（安佐南区）第８３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和４年８月３１日から同年９月１４日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和４年８月３１日から同年９月１４日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１２８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年７月２５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１２９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南２区１１３
９号里道

広島市安佐南区中須一丁目４４９
番１地先から同所４２８番１４地
先まで
（広島市安佐南区中須一丁目３３
２番４地先から同所３３２番３地
先まで）

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南１区８４３
号里道

広島市安佐南区八木九丁目７６９
番１地先から同所７６９番１地先

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年７月２５

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１３０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２１年８月１３日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した大仏溝自治会

（代表者　中田　睦裕）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　代表者の氏名

２　変更の内容



広島市告示（安芸区）第６８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第６９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

旧 新

代表者の
氏名

中田　睦裕 中田　稔彦
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別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第７１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７２号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月１８日から同年９月１日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月１８日から同年９月１日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区２７
８線

広島市安芸
区上瀬野二
丁目１２７
９番地地先
から
広島市安芸
区上瀬野二
丁目１２７
８番地２地
先まで

旧

メートル
3.10
～

4.00

メートル

49.30

新

メートル
6.20
～

8.50

メートル

49.30

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安芸１
区２７
８号線

広島市安芸区上瀬野二丁目
１２７９番地地先から
広島市安芸区上瀬野二丁目

令和４年８月１
８日

１２７８番地２地先まで



広島市告示（安芸区）第７４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月２５日から同年９月８日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月２５日から同年９月８日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第７７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区１４
３号線

広島市安芸
区中野五丁
目３００７
番地地先か
ら
広島市安芸
区中野東七
丁目４２９
１番地７地
先まで

旧

メートル
5.10
～

6.78

メートル

54.98

新

メートル
5.90
～

7.78

メートル

54.98

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区１４
３号線

広島市安芸区中野五丁目３
００７番地地先から
広島市安芸区中野東七丁目
４２９１番地７地先まで

令和４年８月２
５日
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第７８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第７９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第８０号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（佐伯区）第９３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９５号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９６号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和４年８月１５日

３　道路の位置　　広島市佐伯区五日市中央三丁目２５４１番２

４

４　幅員及び延長　幅員　４．０メートル

　　　　　　　　　延長　７．０メートル



広島市告示（佐伯区）第９７号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９８号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年８月２２日から同年９月５日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第９９号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和４年８月２２日

３　道路の位置　　広島市佐伯区五日市町大字上河内字川原の５

２７番２、５２８番６、５２５番３の一部、

５２６番１の一部、５２６番４の一部、５２

８番１の一部及び５２７番２地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．１０～４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　５０．８１メートル



広島市告示（佐伯区）第１００号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０２号　

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯３
区吉見
倉重線

佐伯区千同
一丁目８９
５番地６地
先から
佐伯区千同
一丁目８９
５番地６地
先まで

旧

メートル
18.0
～

53.0

メートル

11.5

新

メートル
18.0
～

53.0

メートル

11.5

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ９ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年８月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

広島市安佐北区告示第２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき、次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐北区長　　萬ケ原　伸　二　

自動車臨時運行許可番号標番号　　広島　２６－３０

広島市選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を同法第１９２条の規定により、次のとおり公表します。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

　　　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

１　選挙の種類

　　令和４年３月２０日執行　広島市議会議員安芸区選挙区補欠

選挙

２　選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　６，０９６，９００円

３　報告書の要旨

　　別紙のとおり。

別紙

安芸区選挙区

区 告 示

選管告示

候 補 者 氏 名 大田　清
所属
党派

無所属

期間　３月８日から３月９日まで

出納責任者氏名 大田　清 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 －　　円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 －　　　
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別紙

安芸区選挙区

選挙事務所費 －　　　

集合会場費 －　　　

通信費 －　　　

交通費 －　　　

印刷費 90,200円

広告費 －　　　

文具費 －　　　

食糧費 －　　　

休泊費 －　　　

雑　費 －　　　

その他の寄附 件

その他の収入 90,200円

今回計 90,200円 今回計 90,200円

前回計 －　　　 前回計 －　　　

総　計 90,200円 総　計 90,200円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

円

円

計 0円

報告書受理年月日 令和４年３月31日　第１回報告分

候 補 者 氏 名 大田　智弘
所属
党派

無所属

期間　３月11日から３月19日まで

出納責任者氏名 神城　義人 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 180,000円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 －　　　

広島維新の会 政党 200,000円 選挙事務所費 －　　　

岡野　昭三 会社役員 10,000円 集合会場費 －　　　

通信費 －　　　

交通費 740円

印刷費 806,600円

広告費 69,300円

文具費 －　　　

食糧費 17,127円

休泊費 －　　　

雑　費 55円

その他の寄附 件

その他の収入 200,000円

今回計 410,000円 今回計 1,073,822円

前回計 －　　　 前回計 －　　　

総　計 410,000円 総　計 1,073,822円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 750,600円

ビラの作成 56,000円

計 806,600円

報告書受理年月日 令和４年４月１日　第１回報告分

別紙

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名 大田　智弘
所属
党派

無所属

期間　４月28日から４月28日まで

出納責任者氏名 神城　義人 第２回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 －　　円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 －　　　

選挙事務所費 －　　　

集合会場費 －　　　

通信費 －　　　

交通費 －　　　

印刷費 33,130円

広告費 16,500円

文具費 －　　　

食糧費 －　　　

休泊費 －　　　

雑　費 －　　　

その他の寄附 件

その他の収入

今回計 0円 今回計 49,630円

前回計 410,000円 前回計 1,073,822円

総　計 410,000円 総　計 1,123,452円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 750,600円

ビラの作成 56,000円

計 806,600円

報告書受理年月日 令和４年５月31日　第２回報告分
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別紙

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名 中石　仁
所属
党派

日本共産党

期間　３月10日から３月19日まで

出納責任者氏名 小寺　利輝 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 －　　円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 20,000円

日本共産党広島
市東地区委員会

政党 181,070円 選挙事務所費 20,000円

集合会場費 －　　　

通信費 －　　　

交通費 －　　　

印刷費 726,300円

広告費 78,570円

文具費 －　　　

食糧費 －　　　

休泊費 －　　　

雑　費 －　　　

その他の寄附 件

その他の収入

今回計 181,070円 今回計 824,870円

前回計 －　　　 前回計 －　　　

総　計 181,070円 総　計 824,870円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 584,200円

ビラの作成 59,600円

計 643,800円

報告書受理年月日 令和４年４月４日　第１回報告分

別紙

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名 西佐古　晋平
所属
党派

無所属

期間　２月22日から４月４日まで

出納責任者氏名 西佐古　高義 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 1,525,000円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 34,830円

西佐古　信夫 自営業 90,000円 選挙事務所費 34,830円

西佐古　哲也 自営業 90,000円 集合会場費 －　　　

西佐古　正江 無職 90,000円 通信費 －　　　

木村　早百合 無職 30,000円 交通費 30,728円

内田　勝義 無職 50,000円 印刷費 818,682円

西田　英明 無職 50,000円 広告費 604,428円

近光　裕助 会社員 30,000円 文具費 6,580円

大高下　渉 会社員 30,000円 食糧費 83,217円

五石　友子 無職 50,000円 休泊費 －　　　

平山　章 無職 30,000円 雑　費 23,036円

西佐古　文和 無職 40,000円

西佐古　澄子 無職 40,000円

石井　敏之 無職 30,000円

石井　鈴子 無職 20,000円

西佐古　高義 無職 90,000円

西佐古　幸子 無職 90,000円

西本　健一 会社員 30,000円

大藤　裕司 会社員 30,000円

山田　勝治 会社員 87,500円

その他の寄附 件

その他の収入 2,000,000円

今回計 2,997,500円 今回計 3,126,501円

前回計 －　　　 前回計 －　　　

総　計 2,997,500円 総　計 3,126,501円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 767,002円

ビラの作成 51,680円

計 818,682円

報告書受理年月日 令和４年４月４日　第１回報告分

別紙

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名 西佐古　晋平
所属
党派

無所属

期間　４月26日から５月12日まで

出納責任者氏名 西佐古　高義 第２回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 －　　円

（氏名、団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 －　　　

選挙事務所費 －　　　

集合会場費 －　　　

通信費 383円

交通費 －　　　

印刷費 42,520円
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広告費 86,400円

文具費 －　　　

食糧費 －　　　

休泊費 －　　　

雑　費 330円

その他の寄附 件

その他の収入

今回計 －　　　 今回計 129,633円

前回計 2,997,500円 前回計 3,126,501円

総　計 2,997,500円 総　計 3,256,134円

支出のうち公費
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 767,002円

ビラの作成 51,680円

計 818,682円

報告書受理年月日 令和４年５月13日　第２回報告分

広島市教育委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年８月２４日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　選択制のデリバリー方式の解消に向けた食缶による給食提

供の開始について（報告）

　　令和５年度広島市立幼稚園の募集定員について（報告）

　【非公開予定議題】

　　令和５年度広島市立高等学校及び中等教育学校の入学定員

について（報告）

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　　令和４年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書につい

て（議案）



広島市教育委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

教育委員会告示

１　日　時　令和４年８月２６日（金）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和５年度使用広島市立高等学校・中等教育学校（後期課

程）用教科用図書採択について（議案）

　　令和５年度使用広島市立広島特別支援学校及び広島市立

小・中学校（特別支援学級）用教科用図書の採択について

（議案）

広島市監査公表第３１号　

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　緑井財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年５月１６日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

監査公表


